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(57)【要約】
　本発明は、切断部を担持する基部を有し、及び作動部
を有する食物細分装置に関する。作動部は、基部に連結
的に固定され、切断部による細分のために食品を押すよ
うに投入位置から切断部に向かって閉じた位置へとピボ
ットされることができ、その後、閉じた位置から投入位
置へと再度ピボットされることができる。食物細分装置
は、切断部及び作動部が第１の細分器具の構成部品であ
ること、及び、基部が少なくとも１つのさらなる細分器
具を有すること、及び／又は、少なくとも１つのさらな
る細分器具が基部に固定され、さらなる細分器具は切断
部及び作動部以外のコンポーネントから形成されること
を特徴とする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　切断部を担持する基部を有し、及び作動部を有する食物細分装置であって、前記作動部
は、具体的に前記基部に連結的に固定され、前記切断部による細分のために食品を押すよ
うに投入位置から前記切断部に向かって閉じた位置へピボットされることができ、その後
、前記閉じた位置から前記投入位置に再度ピボットされることができ、
　ａ．前記切断部及び前記作動部は第１の細分器具の構成部品であることと、
　ｂ．前記基部は、さらなる細分器具の構成部品であり、及び／又は少なくとも１つのさ
らなる細分器具が前記基部に固定されることと、
　を特徴とする食物細分装置。
【請求項２】
　ａ．当該食物細分装置はさらなる細分器具としてスライサーを有すること、及び／又は
、
　ｂ．当該食物細分装置はさらなる細分器具としておろし器を有すること、及び／又は、
　ｃ．当該食物細分装置はさらなる細分器具として粗いおろし器を有すること、及び／又
は、
　ｄ．当該食物細分装置はさらなる細分器具として細かいおろし器を有すること、及び／
又は、
　ｅ．当該食物細分装置はさらなる細分器具としてらせん切断器を、具体的には削り器の
形態において有すること、及び／又は、
　ｆ．当該食物細分装置はさらなる細分器具として核果の核除去のための核除去手段を有
すること、
　を特徴とする請求項１に記載の食物細分装置。
【請求項３】
　ａ．前記さらなる細分器具は、前記切断部及び前記作動部とは異なるコンポーネントか
ら形成されること、又は、
　ｂ．前記少なくとも１つのさらなる細分器具は前記第１の細分器具と共通したコンポー
ネントを有さないこと、又は、
　ｃ．前記基部は、同時に、前記第１の細分器具及び第２の細分器具の双方の構成部品で
あること、又は、
　ｄ．前記少なくとも１つのさらなる細分器具は前記基部のみ前記第１の細分器具と共通
で有すること、又は、
　ｅ．前記細分器具は、互いから独立して動作可能であること、
　を特徴とする請求項１又は請求項２に記載の食物細分装置。
【請求項４】
　ａ．前記基部は、多面体の形態であり、及び／又はその外側外形として多面体の外側外
形を有すること、又は、
　ｂ．前記基部は、直方体の形態であり、及び／又はその外側外形として直方体の外側外
形を有すること、及び／又は、
　ｃ．前記基部は、その外側外形として多面体の外側外形を有するフレームの形態である
こと、及び／又は、
　ｄ．前記基部は、その外側外形として直方体の外側外形を有するフレームの形態である
こと、
　を特徴とする請求項１乃至３のうちいずれか１項に記載の食物細分装置。
【請求項５】
　ａ．前記細分器具は、各ケースにおいて前記基部の異なる面のうちの１つの面上及び面
内に互いから別個に配置され、あるいは配置可能であること、及び／又は、
　ｂ．少なくとも１つの細分器具が前記基部の異なる面のうちの１つの面上又は面内に配
置され、該面と対向に位置する面が、具体的には支持足部を備え付けられ、該細分器具が
使用されるように前記基部が据え置かれることができる、据え置き面として形成されるこ
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と、及び／又は、
　ｃ．少なくとも１つの細分器具が前記基部の異なる面のうちの１つの面上又は面内に配
置され、該面と対向に位置する面が、具体的には支持足部を備え付けられ、該細分器具が
使用されるように前記基部が据え置かれることができる、据え置き面として形成され、前
記据え置き面は別の細分器具を有すること、
　を特徴とする請求項４に記載の食物細分装置。
【請求項６】
　ａ．少なくとも１つの細分器具又は前記細分器具のうちの１つの少なくとも一部が、分
離可能であるように前記基部に固定され、あるいは固定可能であること、及び／又は、
　ｂ．複数の細分器具、又は各ケースにおいて異なる細分器具の少なくとも部分が、具体
的には互いから独立して、前記基部に分離可能に固定され、あるいは固定可能であること
、及び／又は、
　ｃ．少なくとも１つのさらなる細分器具、又は１つのさらなる細分器具の少なくとも一
部が、前記基部に分離可能に固定され、あるいは固定可能であること、
　を特徴とする請求項１乃至５のうちいずれか１項に記載の食物細分装置。
【請求項７】
　ａ．前記細分器具の、又は前記さらなる細分器具の、又は前記細分器具のコンポーネン
トの、又は前記さらなる細分器具のコンポーネントの分離可能な固定のために、少なくと
も１つの戻り止め要素が備えられること、及び／又は、
　ｂ．前記作動部が前記閉じた位置に固定されることができるためのロック装置が備えら
えること、
　を特徴とする請求項６に記載の食物細分装置。
【請求項８】
　少なくとも１つの細分器具が、前記基部に分離不能に配置され、あるいは少なくとも部
分的に前記基部と一体的に作られていることを特徴とする請求項１乃至７のうちいずれか
１項に記載の食物細分装置。
【請求項９】
　当該食物細分装置は、少なくとも１片の核果を保持する核果保持器を有し、少なくとも
１つの押し出しスパイクを、前記核果保持器に対する前記押し出しスパイクのピボット運
動によって前記核果保持器により保持される一片の核果の核が前記核果から押し出される
ことができるように有することを特徴とする請求項１乃至８のうちいずれか１項に記載の
食物細分装置。
【請求項１０】
　ａ．前記押し出しスパイクは前記作動部に固定され、あるいは前記作動部に固定可能で
あること、又は、
　ｂ．前記押し出しスパイクを有し、前記作動部に代わって前記基部に連結的に固定可能
である、さらなる作動部が備えられること、
　を特徴とする請求項９に記載の食物細分装置。
【請求項１１】
　前記基部は、前記切断部又は核果保持器又はらせん切断器が選択的に、具体的には正し
くフィットする仕方において及び／又は戻り止め機能と共に挿入されることができる、受
け口を有することを特徴とする請求項１乃至１０のうちいずれか１項に記載の食物細分装
置。
【請求項１２】
　前記らせん切断器は、形状及びサイズの観点において前記切断部と同じ外側外形を有す
る保持プレートを有すること、及び／又は、前記核果保持器は、形状及びサイズの観点に
おいて前記切断部と同じ外側外形を有する保持プレートを有することを特徴とする請求項
１１に記載の食物細分装置。
【請求項１３】
　当該食物細分装置は、細分された食品のための収集容器を有することを特徴とする請求
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項１乃至１２のうちいずれか１項に記載の食物細分装置。
【請求項１４】
　ａ．前記収集容器は、前記基部に配置され、あるいは配置されることができ、具体的に
は中へスライドされることができること、及び／又は、
　ｂ．前記基部は、前記収集容器のための受け口を有すること、及び／又は、
　ｃ．前記基部の異なる面のうち１つが、前記収集容器を中へスライドするための開口を
有すること、及び／又は、
　ｄ．前記基部は前記収集容器のための受け口を有し、該受け口は前記収集容器の一時的
な固定のための締結装置を有すること、及び／又は、
　ｅ．前記収集容器は、該収集容器が細分された食品を自動的に収集するような方法で前
記基部に配置され、具体的には中へスライドされることができること、
　を特徴とする請求項１３に記載の食物細分装置。
【請求項１５】
　ａ．前記収集容器は、異なる位置において選択的に基部に配置されることができること
、及び／又は、
　ｂ．前記収集容器は選択的に、前記収集容器が前記第１の細分器具により細分された食
品を収集する第１の位置において、又は、前記収集容器が第２の細分器具により細分され
た食品を収集する、前記第１の位置とは異なる第２の位置において、前記基部に配置され
ることができること、及び／又は、
　ｃ．前記収集容器は選択的に、前記収集容器が前記第１の細分器具により細分された食
品を収集する第１の回転位置において、又は、前記収集容器が前記第２の細分器具により
細分された食品を収集する、前記第１の回転位置とは異なる第２の回転位置において、前
記基部に配置されることができること、
　を特徴とする請求項１３又は１４に記載の食物細分装置。
【請求項１６】
　前記基部は、前記基部に配置された収集容器及び／又は前記基部に配置された前記収集
容器の充填レベルを見ることができる少なくとも１つの窓を有することを特徴とする請求
項１乃至１５のうちいずれか１項に記載の食物細分装置。
【請求項１７】
　ａ．当該食物細分装置は、細分処理のためにワークトップに、例えばキッチンテーブル
面に据え置かれるように設計されること、及び／又は、
　ｂ．当該食物細分装置は、細分処理のためにいくつかの異なる据え置き向きのうちの１
つにおいて選択的にワークトップに、例えばキッチンテーブル面に据え置かれるように設
計されること、及び／又は、
　ｃ．当該食物細分装置は、前記第１の細分器具を用いた細分処理のために第１の据え置
き向きにおいて、及び、前記さらなる細分器具を用いた細分処理のために前記第１の据え
置き向きとは異なるさらなる据え置き向きにおいて、ワークトップに、例えばキッチンテ
ーブル面に据え置かれるように設計され、
　ｄ．各細分器具は、いくつかの異なる据え置き向きのうちの１つを割り当てられ、当該
食物細分装置は、細分器具を用いた細分処理のために前記細分器具のうちの１つに割り当
てられた据え置き向きにおいてワークトップに、例えばキッチンテーブル面に据え置かれ
るように設計されること、
　を特徴とする請求項１乃至１６のうちいずれか１項に記載の食物細分装置。
【請求項１８】
　ａ．当該食物細分装置は、異なる据え置き向きにおける当該食物細分装置の据え置きの
ための支持足部を有すること、及び／又は、
　ｂ．前記基部は支持足部を有すること、及び／又は、
　ｃ．弾性材料から及び／又は高い静止摩擦を有する材料から、具体的にはゴムから作ら
れている、支持足部が備えらえること、及び／又は、
　ｄ．前記基部は前記細分器具を超えて突出する支持足部を有すること、
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　を特徴とする請求項１乃至１７のうちいずれか１項に記載の食物細分装置。
【請求項１９】
　ａ．少なくとも１つの支持足部が、該支持足部が異なる据え置き向きについて使用され
ることができるように配置されること、及び／又は、
　ｂ．前記支持足部は、具体的に多面体又は直方体の形態である前記基部の端部に及び／
又は該端部に沿って配置されること、及び／又は、
　ｃ．前記支持足部は、具体的に多面体又は直方体の形態である前記基部の角部に配置さ
れること、
　を特徴とする請求項１８に記載の食物細分装置。
【請求項２０】
　ａ．前記基部は、とり得る据え置き向きのうちのただ１つにおける据え置きに専ら役立
つ支持足部を有すること、及び／又は、
　ｂ．前記基部はその面のうちの少なくとも１つに支持足部を有すること、
　を特徴とする請求項１７に記載の食物細分装置。
【請求項２１】
　前記基部は射出成型部品として、具体的にはプラスチック射出成型部品として作られて
いること、又は、前記基部は、射出成型部品として、具体的にはプラスチック射出成型部
品として作られている少なくとも１つのコンポーネントを有すること、又は、前記基部は
、具体的に射出成型部品として、具体的にはプラスチック射出成型部品として作られてい
る複数のコンポーネントから組み立てられることを特徴とする請求項１乃至２０のうちい
ずれか１項に記載の食物細分装置。
【請求項２２】
　前記基部は、その外側外形として直方体の外側外形を有すること、及び、１つのフェイ
ス面に、収集容器を中にスライドするための開口が備えられること、及び、前記切断部は
、前記フェイス面に隣接する側面のうち１つに配置されること、及び、前記フェイス面に
隣接するさらなる側面に、各ケースにおいて１つのさらなる細分器具が配置されること、
を特徴とする請求項１乃至２１のうちいずれか１項に記載の食物細分装置。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、切断部を担持する基部を有し、及び作動部を有する、食物細分装置に関する
。作動部は、具体的に基部に連結的に固定され、切断部による細分のために食品を押すよ
うに投入位置から切断部に向かって閉じた位置へとピボットされることができ、その後、
閉じた位置から投入位置へと再度ピボットされることができる。
【背景技術】
【０００２】
　DE　10　2009　023　167　A1は、果物や野菜などの食糧を切断する装置を開示しており
、この装置は、複数の切断端を有する切断部を有し、及び作動部を有し、上記の切断部と
作動部とは、互いに対してピボット可能であるように取り付けられる。切断対象の品物を
切断するために、作動部は切断部に向かって押され、作動部は、切断部による切断のため
に品物を押すプランジャーを有し、切断端はプランジャーの対応するくぼみへと突き出る
。切断部は、切断刃が保持された切断フレームを有する。さらに、この装置は、切断対象
の切断された品物の受け容器に取り付けるためのカバー部を有し、カバー部は、切断対象
の切断された品物の通路を形成する開口を有する。
【０００３】
　導入部において言及されたタイプの食物細分装置は、さらに、DE　20　2011　050　541
　U1からも知られている。この食物細分装置は、第１の領域に配置される第１の切断刃配
置と、第１の領域とは異なる第２の領域に配置される第２の切断刃配置とを有する特別な
切断インサートを有し、したがって、選択的に第１の切断刃配置又は第２の切断刃配置の
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いずれかが、食物細分装置内の作業位置に位置づけられ、使用されることができる。
【０００４】
　同様の食物細分装置は、DE　10　2012　224　517　A1から知られている。この食物細分
装置は、細分処理のためにワークトップ上に据え置かれるように設計されており、作動部
と、さらに切断部を有する基部とを有する。基部と作動部とは、細分のために食品を押し
進めるために作動部が投入位置から切断部に向かって閉じた位置へとピボットされ、その
後、閉じた位置から投入位置へとピボットされて戻ることができるように、連結的に接続
される。この食物細分装置は、閉じた位置から投入位置への及び／又は投入位置から閉じ
た位置へのピボット運動を支援し又は有効にするために少なくとも１つの駆動装置、具体
的にばね駆動を有するという事実によって、区別される。
【０００５】
　DE　21　2005　000　048　U1は、容器を有する食物処理装置を開示している。容器の開
口上に、複数の切断器を有するトレイが取り付けられる。さらに、カバーが容器にピボッ
ト可能に付けられ、このカバーは、切断器による細分のために品物を押すプレス・プラン
ジャーを有する。
【０００６】
　従来技術から知られる上述された装置は、ピボット可能に取り付けられたプレス・プラ
ンジャーの助けを受けて切断部で食品を押し進めることにより食品を細分する可能性を提
示しているに過ぎない。上記の装置の場合、何らかの他の方法で食品を細分する可能性は
ない。ゆえに、ユーザは、何らかの他の方法で食品を細分することが求められる場合、他
の食物細分装置を使用しなければならない。
【０００７】
　DE　10　2012　211　360　A1は、おろす対象の品物、特に食品をおろすために、互いに
対して直交方向に配置された４つの取外し不能おろし面を有する四角形のおろし器を開示
している。この四角形おろし器は、四角形のチューブ状断面を有し、また、おろす対象の
品物を集めるために、その内部へスライドさせることができる容器を有する。同様の四角
形おろし器は、US文献343,098、DE　10　2005　011　310　A1から、及びGB　189827111　
Aからも知られている。上記の装置は、食品をおろす可能性のみ提示している。上記の装
置は、食品の細分についての他の可能性を提示してはいない。
【０００８】
　DE　20　2009　011　687　U1は、同様に、導入部において言及されたタイプの装置を開
示している。この装置は収集容器を有し、収集容器の上に、プレス・プランジャーを有す
る作動部がピボット可能に取り付けられる。作動部は、容器の開口上に取りけられた切断
おろし器による細分のために食品を押す役割を果たす。さらに、作動部は、キッチン・ス
ライサーの形態であり、このスライサーは、細分対象の品物がスライドされることができ
るスライド経路を有し、スライド経路上に配置された刃を有し、したがって、切断対象の
品物がスライド経路上でスライドされるとき、上記の刃が切断対象の品物の一部を切り落
とす。一見、上記装置は、食品が異なる方法で細分されることができるという利点を提示
する。しかしながら、この装置は、統合されたスライサーのせいで、切断おろし器による
細分のために品物を押している間、作動部が比較的高い負荷に耐えることができないとい
う具体的な欠点を有する。ゆえに、スライサーにより作り出される食品スライスは、スラ
イス処理の後、切断おろし器を押し進められることによってさらに細分されることが専ら
提供される。上記装置は、事前にスライスされていない比較的大きい食品、例えば比較的
大きいジャガイモ片などが、押し進められることを許容しない。
【０００９】
　US　2009/0193981　A1はトングという仕方において形成された細分装置を開示しており
、この細分装置は細分処理の間に片手で保持される。上記細分装置は、それぞれの切断セ
グメントを通しての細分のために食品を押すことができるように、いくつかの異なる切断
セグメントのうちの１つに向かってピボットされることが可能なプレス・プランジャーを
有する単一の細分器具を有する。切断セグメントは、プレス・プランジャーに対して回転
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可能であるように、ホイール上に配置される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　ゆえに、本発明の目的は、食品が異なる方法において細分されることを可能にし、さら
に、迅速かつ効果的に取り扱うことができてコンパクトな設計にすることができる食物細
分装置を特定することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的は、導入部において言及されたタイプの食物細分装置によって達成され、この
食物細分装置は、
　ａ．切断部及び作動部が第１の細分器具の構成部品であることと、
　ｂ．基部が、さらなる細分器具の構成部品であり、及び／又は少なくとも１つのさらな
る細分器具が上記基部に固定されることと、
の事実によって区別される。
【００１２】
　本発明による食物細分装置は、食品を異なる方法において細分することができるように
、いくつかの異なる細分器具が利用可能にされるという非常に特別な利点を有する。さら
に、本発明による食物細分装置は、個々の細分器具がすべて、そのそれぞれの機能的位置
において基部に配置されることができ、ゆえに、細分器具のうちの１つの使用の後、別の
細分器具を使用することが求められる場合に、転換目的のために大きな労力が費やされる
必要がないという非常に特別な利点を有する。例えば、以下にさらに詳細に論じられる特
別な一実施形態において、細分器具に相対して異なる方法において収集容器を向ける必要
しかない。
【００１３】
　さらに、本発明による食物細分装置は、細分器具が必要とされないときに、これら細分
器具が個々に及び互いから別個に保管される必要がないという特別な利点を有する。むし
ろ、食物細分装置は全体として、そのそれぞれの機能的位置に位置する細分器具と一緒に
、例えばキッチンの食器棚に簡単かつ迅速に格納されることができ、再度必要とされると
きには、面倒なセットアップ又は転換作業の必要なく容易に利用可能になる。
【００１４】
　特別な一実施形態において、食物細分装置は、同一の基部に同時に第１の細分器具と少
なくとも１つのさらなる細分器具とを有する。別法として又は追加的に、基部は、第１の
細分器具と上記さらなる細分器具又は複数のさらなる細分器具との双方の構成部品である
ことが、提供されてもよい。
【００１５】
　特別な一実施形態において、少なくとも１つのさらなる細分器具は、第１の細分器具と
共通したコンポーネントを有さず、あるいは基部だけ第１の細分器具と共通で有する。こ
うした実施形態は、細分器具が互いから独立して作動されることができるという利点を有
する。上記さらなる細分器具は、好ましくは、基部の他に、第１の細分器具とは異なるコ
ンポーネントから構成される。
【００１６】
　別法として又は追加的に、具体的に、第１の細分器具とさらなる細分器具（又は、存在
する場合には、複数のさらなる細分器具）とが互いから独立して作動されることができ、
及び／又はその機能性に関して互いに依存しないことが、提供されてもよい。具体的に、
食物細分装置は、さらなる細分器具が、基部の他に、このコンポーネントなしには第１の
細分器具が機能することができないという該コンポーネントを有さないように、有利に設
計されてもよい。
【００１７】
　具体的に、さらなる細分器具が、切断部及び作動部とは異なるコンポーネントから形成
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される場合、さらなる細分器具を使用することが求められる場合に上記コンポーネントが
面倒なやり方で切り換えられる必要がないこと、及び、さらなる細分器具の使用の間に上
記コンポーネントが該コンポーネントに過負荷をかけるいかなる負荷にも晒されないこと
が、有利に達成される。
【００１８】
　本発明による食物細分装置は、複数のさらなる細分器具を有し得る。例えば、さらなる
細分器具がスライサーの形態であることが、有利に提供されてもよい。別法として又は追
加的に、さらなる細分器具がおろし器の形態であることが、有利に提供されてもよい。具
体的に、食物細分装置はさらなる細分器具として、複数の異なるおろし器、例えば、粗い
おろし器と細かいおろし器とを有してもよい。
【００１９】
　別法として又は追加的に、食物細分装置がさらなる細分器具としてらせん切断器を、具
体的には削り器の形態において有することが、さらに提供されてもよい。こうした一実施
形態は、細分対象の食品、例えば、人参、ラディッシュ、ズッキーニ又はきゅうりなどが
らせんリボンへと切断されることができるという非常に特別な利点を有し、上記らせんリ
ボンは、例えば、準備されたサラダなどの食事を飾ることに適する。
【００２０】
　具体的に有利な実施形態において、らせん切断器は、具体的には切断部に代わって、基
部の受け口に挿入されることができる。こうした一実施形態は、食品が作動部の支援を受
けて切断部を押し進められた細分処理の後、ユーザがらせん状リボンを作り出す装置を迅
速かつ効率的に使用することができるという特別な利点を有する。ここで、細分器具が正
しくフィットする仕方において及び／又は戻り止め機能（detent　action）と共に受け口
に挿入できることが、有利に提供され得る。こうして、細分器具がその作業位置に安全に
保持されることが保証される。
【００２１】
　らせん切断器は、形状及びサイズの観点において切断部又は何らかの他の細分器具と同
じ外側外形を有する保持プレートを、有利に有してもよい。こうして、切断部又は細分器
具が選択的に、大きな労力なく追加的な固定コンポーネントの必要なく、基部の受け口に
安全かつ確実に固定され得ることが、有利に達成される。
【００２２】
　非常に具体的に有利な実施形態において、細分器具は、いくつかの異なるらせん切断イ
ンサートのうちの少なくとも１つが選択的に挿入されることができる保持プレートを有す
る。具体的に、各々のらせん切断インサートが食品の挿入のための具体的には円錐形の受
けチャンバを有し、この受けチャンバの壁に１つの切断刃が各ケースにおいて配置される
こと、及び／又は、各らせん切断インサートが食品の挿入のための１つの具体的には円錐
形の受けチャンバを各ケースにおいて有し、この受けチャンバの中で食品が回転され得る
ことが、有利に提供され得る。らせん切断インサートは具体的に、その形状及び／又はサ
イズの観点において、及び／又は上記切断インサートで切断されることが可能ならせん状
リボンの厚さ及び／又は幅の観点において、及び／又は切断処理の間に同時に作り出され
るらせん状リボンの数の観点において、異なってもよい。
【００２３】
　特別な一実施形態において、食物細分装置は、具体的に正しくフィットする仕方におい
て及び／又は戻り止め機能と共に基部の受け口に挿入されることができ、切断部とらせん
切断器との双方を有する、挿入物（インサート）を有する。こうした一実施形態は、切断
部が使用された細分処理の後、らせん状リボンを切断することが続いて求められる場合、
又は逆に、らせん状リボンの切断の後、切断部を用いた細分を実行することが求められる
場合に、食物細分装置が転換される必要がないという特別な利点を有する。
【００２４】
　かなり異なる一実施形態において、作動部がらせん切断器を有する。このらせん切断器
は具体的に、好ましくは作動部が閉じられているとき、すなわち作動部が基部に対してピ
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ボットされているときに該らせん切断器が使用されるように、配置されてもよい。らせん
状リボンが目下らせん切断器によって切断されている場合、これらリボンは、この切断処
理に対しては切断部が挿入されていない受け口を通って、例えば収集容器に落ちることが
できる。代替的に、基部がこの目的のための専用通路開口を有することが、さらに可能で
ある。
【００２５】
　らせん切断器は、例えば人参、ラディッシュ、きゅうり又はズッキーニなどの食品の挿
入のための具体的には円錐形の受けチャンバを有し、この受けチャンバの壁に切断刃が配
置されるように、有利に構築され得る。別法として又は追加的に、らせん切断器は、食品
の挿入のための具体的には円錐形の受けチャンバを有し、この受けチャンバの中で食品が
回転され得ることが、さらに提供されてもよい。さらに、受けチャンバの壁は、らせん状
リボンが受けチャンバから外へ渡ることができるための開口を有する。
【００２６】
　切断刃は好ましくは、回転運動の間、鉛筆を削るときの状況と同様に、らせん状の層（
layer）が回転する食品からその端側において丸く囲むように（in　encircling　fashion
）切り落とされる。この目的のために、切断刃の切断端は、受けチャンバの中に突出する
ように配置されてもよく、受けチャンバ壁に対する切断刃の平行な間隔が、切り落とされ
る層の厚さを決定する。
【００２７】
　食物細分装置の残りの構造から独立して実現されることも可能な、削り器の形態の細分
器具に関する本発明の独立した概念によれば、異なる厚さの層が回転の方向に依存する仕
方で切り落とされることが可能である。こうした一実施形態は、第１に、ユーザが食品を
薄いらせん状リボンへと切断したいか又は厚いらせん状リボンへと切断したいかをユーザ
自身が個々に決定することができるという非常に特別な利点を有する。第２に、こうした
一実施形態は、具体的にもろく又は繊細な食品が、リボンが非常に薄く切断される場合に
壊れる傾向がある場合に、比較的厚いらせん状リボンへと代替的に切断されることができ
るという非常に特別な利点を有する。逆に、厚いらせん状リボンへと切断するのに不適切
な食品は、薄いらせん状リボンへと選択的に切断されることができる。要するに、こうし
た一実施形態は、具体的に切断の厚さをそれぞれの食品に適応させることを可能にする。
【００２８】
　具体的に、らせん切断器が、受けチャンバの中で時計回りに回転する食品から第１の厚
さの層を切り落とすこと、及び、らせん切断器が、受けチャンバの中で反時計回りに回転
する食品から、第１の厚さとは異なる第２の厚さの層を切り落とすことが、有利に提供さ
れ得る。
【００２９】
　具体的には回転の方向に依存する仕方における、異なる層厚さのらせん状リボンへの切
断は、例えば、２つの切断端を有する振子様の（pendular）切断刃の使用によって実現さ
れてもよい。ここで、具体的に、一方の切断端は薄いらせん状リボンへと切断するのに役
立ち、他方の切断端は厚いらせん状リボンへと切断するのに役立つことが、提供され得る
。
【００３０】
　具体的に、振子様の切断刃は、例えば、第１の切断端に関して受けチャンバの壁に対す
る第１の間隔が食品の時計回りの回転の場合に実現され、一方、受けチャンバに対する第
２の切断端の第２の間隔が食品の反時計回りの回転の場合に実現され、第１の間隔は第２
の間隔とは異なるように、配置され得る。具体的に、切断刃は、互いに対して平行に、及
び／又は切断端の向きに関して互いに対して反対に、向けられ得る。有利な一実施形態に
おいて、振子様の切断刃は、食品の時計回りの回転の場合には第１の切断端が受けチャン
バの中で自動的に回転し、対して第２の切断端は受けチャンバの外で回転され、逆に、食
品の反時計回りの回転の場合には第２の切断端が受けチャンバの中で自動的に回転され、
対して第１の切断端は受けチャンバの外で回転されるように、掛けられる（suspended）
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。
【００３１】
　具体的に、細分器具が２つの切断端を有する振子様の切断刃を有し、具体的に自動的に
、各ケースにおいて上記切断端のうちの１つが食品の回転の方向に依存する仕方で細分の
ために食品を切り込むことが、有利にさらに提供され得る。
【００３２】
　特別な一実施形態において、らせん切断器は、食品から複数のらせん状リボンを同時に
切り落とすように設計される。こうして、野菜が野菜ヌードル、例えばズッキーニヌード
ルへと有利に切断されることが可能である。らせん切断器は、具体的に、切り落とされる
べき層又は既に切り落とされた層を複数の相互に平行な細長片（strips）へと分割する切
断ユニットを有してもよい。別法として又は追加的に、らせん切断器が、切断のために品
物から層を切り落とす切断刃と、該切断刃に対して垂直に配置された複数のさらなる切断
刃を有する切断ユニットとを有することが、提供されてもよい。複数のさらなる切断刃は
、切り落とされるべき層又は既に切り落とされた層を、複数の相互に平行な細長片へと分
割するのに役立ち得る。
【００３３】
　食物細分装置は、正確にひとつのらせん切断器を有してもよい。しかしながら、もちろ
ん、食物細分装置がさらなる１つのらせん切断器又はさらなる複数のらせん切断器を有す
ることが有利に可能である。具体的に、さらなるらせん切断器はらせん切断器とは異なる
サイズのものであること、及び／又は、さらなるらせん切断器の受けチャンバはらせん切
断器の受けチャンバとは異なるくさび角を有することが、有利に提供され得る。こうして
、異なる形態のらせん状リボンを選択的に切断することが可能にされる。さらに、小さい
直径の食品の場合にらせん切断器のうちより小さいものを使用すること、及び、比較的大
きい直径の食品の場合にらせん切断器のうちより大きいものを使用することが、さらに可
能である。
【００３４】
　別法として又は追加的に、食物細分装置はさらなる細分器具として核果の核除去のため
の核除去手段を有することが、有利に提供され得る。こうした一実施形態は、種なし食品
だけでなく核果をも処理することができるという非常に特別な利点を有する。このことは
、具体的に、核除去が第１の作業ステップにおいて実行されることと、核除去された核果
がその後さらに、具体的には他の細分器具のうちのひとつによって細分されることとで実
現され得る。例えば、核除去された核果は、作動部によって切断部を押し進められること
によってさらに処理されることができる。核除去された果物は、さらに細分されはしない
が１片において使用されることがさらに可能である。
【００３５】
　具体的に、食物細分装置は、少なくとも１片の核果を保持する核果保持器を有し、及び
、少なくとも１つの押し出しスパイクを有し、したがって、核果保持器に対する押し出し
スパイクのピボット運動によって、核果保持器により保持された核果片の核が核果から押
し出され得ることが、有利に提供され得る。
【００３６】
　特別な一実施形態において、押し出しスパイクは、作動部に固定される。さらに、押し
出しスパイクは、具体的に器具の使用なしに、作動部に分離可能に固定可能であることが
可能である。例えば、特別な一実施形態において、押し出しスパイクは、作動部が切断部
による細分のために品物を押すことに使用されるときに切断部から取り外されること、及
び、押し出しスパイクは、核果を核除去することが求められるときに作動部に締結される
ことが、提供される。
【００３７】
　押し出しスパイクは、有利に刃の形態であってもよく、あるいは少なくとも１つの刃を
有してもよく、上記刃が、核除去処理の間、核に到達するまで核果の皮及び果肉を貫通し
、核がそれぞれの核果片から押し出されるまで刃自体の前方の核を押す。こうして、果物
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の果肉が圧縮されないこと、又はわずかにのみ押しつぶされることが保証される。具体的
に、高い安定性の押し出しスパイクが、その後半部が２枚の交差した刃により形成される
ことによって達成されてもよい。
【００３８】
　押し出しスパイクの作動部への固定は、具体的に、プラグタイプ接続によって有利に実
現されてもよい。プラグタイプ接続は、押し出しスパイクが作動部に安定的なやり方で固
定されることを有利に可能にし、それにもかかわらず、押し出しスパイクが再度迅速に及
び複雑でないやり方で取り外されることを可能にする。
【００３９】
　作動部に固定され又は固定可能である押し出しスパイクに対する代替として、特別な一
実施形態において、押し出しスパイクを有し、作動部に代わって基部に連結的に固定可能
である、さらなる作動部が提供される場合がある。この実施形態において、細分対象の食
品の細分は、作動部を用いて、切断部を通して食品を押すように実行される。細分に代わ
って、核果を核除去することが求められる場合、作動部は基部から分離され、代わって、
押し出しスパイク（又は、いくつかの核果片を同時に核除去する複数の押し出しスパイク
）を有するさらなる作動部が基部に連結的に固定される。
【００４０】
　核果保持器は、好ましくは、各ケースにおいて核除去されるべき核果片が核除去処理の
間に核除去位置に確実に保持され、具体的に核除去されるべき核果片が押し出しスパイク
の経路の外へそれることができないように、設計され、配置される。
【００４１】
　特別な一実施形態において、核果保持器は、具体的に正しくフィットする仕方において
及び／又は戻り止め機能を用いて、基部の受け口に挿入されることができる。核果保持器
は、細分処理に代わって核除去処理を実行することが求められる場合に切断部に代わって
受け口に挿入され得ることが、非常に具体的に有利に提供され得る。このことは、例えば
、核果保持器が、形状及びサイズの観点において切断部と同じ外側外形を有する保持プレ
ートを有することによって実現され得る。同様に、特別な一実施形態において、細分処理
が実行される場合に、切断部が具体的に正しくフィットする仕方において及び／又は戻り
止め機能を用いて受け口に挿入され得ることが、提供される。
【００４２】
　非常に具体的に有利な一実施形態において、装置は、核除去されるべき複数の核果片の
ための格納容器を有する。具体的に、この格納容器は、毎核除去処理の後、核除去される
べき少なくとも１片の核果が、核果保持器に対しての、具体的には核除去位置への、具体
的には自動的な、フォローアップ運動を実行するように設計され及び配置されることが、
有利に提供され得る。
【００４３】
　本出願の文脈において、語「一片の核果（核果片）（a　piece　of　stone　fruit）」
は各ケースにおいて、例えば核果という品物の一片ではなく、核果という品物全体を指す
ことが指摘される。一片の核果は、例えば、サクランボ又はプラム又はミラベルプラムで
あり得る。
【００４４】
　以下でさらにより詳細に説明されるとおり、食物細分装置は、細分された食品のための
収集容器を有利に有し得る。具体的に、核及び／又は核除去された核果が具体的に自動的
に、収集容器に収集されることが可能である。具体的に、収集容器は２つの相互に別個の
チャンバを有し、核が一方のチャンバに収集され、核果の核除去されたアイテムが他方の
チャンバに収集されるように核除去処理が実行されることが、有利に提供され得る。さら
に、２つのチャンバを形成するために収集容器に仕切りが挿入され得ることが、提供され
てもよい。
【００４５】
　特別な一実施形態において、作動部及び／又はさらなる作動部は、複数の核果片を同時
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に核除去するように設計され及び配置された複数の押し出しスパイクを有する。この目的
のために、具体的に、核果保持器は各ケースにおいて核除去位置に同時に複数の核果片を
保持するように設計され及び配置されることが、提供され得る。
【００４６】
　上記切断部及び作動部を含む第１の細分器具の他に、スライサーとさらに２つの異なる
おろし器との双方をさらなる細分器具として有する食物細分装置は、具体的にらせん状リ
ボンを生成する手段及び／又は核果を核除去する手段が追加的に提供される場合に、毎日
の調理状況において生じる大抵の細分要件を満足することを可能にする。
【００４７】
　上記食物細分装置は、好ましくは、個々の細分器具が互いから独立して動作することが
できるように設計される。具体的に、こうした一実施形態は、細分器具が互いに依存せず
、ある細分器具が、別の細分器具が例えば汚れており又は欠陥のあるために利用されるこ
とができない場合でさえも利用されることができるという、具体的な利点を有する。
【００４８】
　以下にさらにより詳細に論じられるとおり、食物細分装置は、具体的に、各細分器具が
食物細分装置のいくつかの異なる据え置き向きのうち１つを割り当てられ、したがって、
細分器具のうち特定の１つが利用されることを可能にするためには食物細分装置が対応す
る据え置き向きにおいてワークトップに単に据え置かれる必要があるように、有利に設計
され得る。このことを具体的に達成するために、食物細分装置の基部は、有利には多面体
の形態であることが可能であり、かつ／あるいは、その外側外形として、多面体の外側外
形を有することができる。こうした一実施形態は、異なる細分器具が基部の異なる表面に
配置されることを可能にし、したがって、食物細分装置が適切な仕方において、例えば、
支持足部を好ましくは備えた複数の表面のうち１つの面において添え置かれることによっ
て、所望の細分器具を担持する別の表面が上向きに方向付けられた作業位置に置かれ、こ
れにより、所望の細分器具が利用されることができる。
【００４９】
　具体的に、基部は、直方体の形態であることが可能であり、かつ／あるいは、その外側
外形として、直方体の外側外形を有することができる。こうした一実施形態は、具体的に
、異なる面への異なる細分器具の配置と、それぞれ対向に位置する面の、細分器具にそれ
ぞれ割り当てられた据え置き面としての使用とに、十分に適する。
【００５０】
　具体的に、基部は、外側外形として、多面体の、具体的には直方体のものを有するフレ
ームの形態であり得る。フレームの形態における基部の一実施形態は、具体的に、細分器
具が好ましくは取外し可能なやり方でフレーム開口に固定されることを可能にする。さら
に、フレーム構造は、具体的に安定的であり、安価に製作されることができる。
【００５１】
　これまでに言及されたとおり、細分器具は各ケースにおいて基部の異なる面のうち１つ
の面上又は面内に互いから別個に配置され又は配置可能であることが、有利に提供され得
る。具体的に、少なくとも１つの細分器具が基部の異なる面のうち１つの面上又は面内に
配置されること、及び、該面と対向に位置する面が、細分器具が使用されるために基部が
据え置かれることができる据え置き面として形成されることが、有利に提供され得る。以
下にさらにより詳細に論じられるとおり、据え置き面は、支持足部を備え付けられてもよ
い。
【００５２】
　具体的に、さらなる細分器具が据え置き面上又は据え置き面内に配置されることが、有
利に提供され得る。食物細分装置が据え置き面で据え置かれた後、据え置き面の細分器具
を使用することが求められる場合に、専ら必要なことは、収集容器の位置におけるとり得
る変更の他、以下にさらにより詳細に論じられるとおり、据え置き面の細分器具がその作
業位置に置かれて利用されることができるように、食物細分装置を水平軸に関して１８０
度回転させることである。
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【００５３】
　これまでに言及されたとおり、少なくとも１つの細分器具又は複数の細分器具のうちの
１つの少なくとも一部が、具体的に器具の使用なしに及び非破壊的に、基部に分離可能に
固定され又は固定可能であることが、有利に提供され得る。別法として又は追加的に、複
数の細分器具又は各ケースにおいて異なる細分器具のうちの少なくとも部分が、具体的に
は互いから独立して基部に分離可能に固定され又は固定可能であることが、さらに提供さ
れてもよい。こうした一実施形態は、細分器具又は細分器具の少なくとも部分が、清掃処
理のために基部から一時的に分離され、あるいは例えば、異なるタイプの細分器具を挿入
することが求められる場合又は上記細分器具又は細分器具の部分が欠陥のある場合に他の
細分器具又は細分器具の他の部分に対して交換されることが可能であるという、特別な利
点を有する。
【００５４】
　細分器具の、又はさらなる細分器具の、又は細分器具のコンポーネントの、又はさらな
る細分器具のコンポーネントの分離可能な固定のために、例えば、少なくとも１つの戻り
止め要素が提供されることが可能である。具体的に、固定されるべき細分器具又は固定さ
れるべきコンポーネントが戻り止め機能と共に基部の開口又は穴、具体的にはフレーム開
口に挿入され、器具の使用なしに及び非破壊的に再度取り外され得ることが、有利に提供
され得る。
【００５５】
　基部に連結的に接続された作動部がその閉じた位置から不注意に動かされることなく、
食物細分装置が異なる細分器具の使用のために異なる向きにおいて据え置かれることがで
きるように、特別な一実施形態において、作動部が閉じた位置において固定されることが
できるためのロック装置（locking　device）が提供される場合がある。例えば、ロック
装置は、作動部に配置されたブロックバー（blocking　bar）を有してもよく、このブロ
ックバーは、ブロック位置において基部の開口にかみ合う。逆に、ブロックバーが基部に
配置され、ロック位置において作動部の開口にかみ合うことが、自明的にさらに可能であ
る。ブロックバー及び開口は、好ましくは、作動部の自由端の領域に配置される。
【００５６】
　特別な一実施形態において、少なくとも１つの細分器具が、基部上に分離不能に配置さ
れる。こうした一実施形態は、例えば清掃処理のために細分器具を取外しできることが必
要ない場合、及び／又は、食物細分装置の安価な製作が望ましい場合に、好都合である。
ここで、細分器具は、例えば射出成型コンポーネントとして、基部と一緒に１ピースにお
いて少なくとも部分的に有利に製作されてもよい。例えば、スライサーの形態における細
分器具のスライド経路が基部と又は基部の部分と一緒に１ピースにおいて製作されること
、及び、単にスライサー切断刃が遡及的に挿入されることが、有利に提供され得る。しか
しながら、スライサー切断刃が基部の及びスライド経路の製作プロセスの間にすでに挿入
されること、具体的にはプラスチック射出成型プロセスにおいて部分的にインサート成型
されることが、さらに可能である。
【００５７】
　好ましくは、食物細分装置は、細分された食品のための収集容器を有する。
【００５８】
　具体的に、収集容器が、充填レベルが例えば基部における窓を通じて視覚的に確認でき
るように半透明及び／又は透明の材料から製作される場合、有利である。具体的に、収集
容器は該収集容器のための基部と及び／又は基部における受け口と実質的に同じ外側外形
を有することが、有利に提供され得る。
【００５９】
　本発明による食物細分装置の非常に具体的に有利な一実施形態において、収集容器は、
好ましくは再度取り外されることができるように、基部に配置され、あるいは配置される
ことができる。具体的に、収集容器、具体的には引き出しなどが、基部に押し入れられ、
再度基部から取り外され得ることが、有利に提供され得る。こうした一実施形態は、収集
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容器がそれぞれ必要とされる収集位置へと簡易な仕方において置かれることができ、再度
上記の収集位置から簡易な仕方において取り外されることができるという、特別な利点を
提示する。
【００６０】
　特別な一実施形態において、基部は、収集容器のための受け口を有する。以下にさらに
より詳細に論じられるとおり、具体的に、収集容器は異なる位置において受け口に挿入で
きることが、提供され得る。このことは、具体的に、収集容器の充填開口が各ケースにお
いて使用されるべき細分器具に向けられることができるようにする場合である。受け口及
び収集容器は、好ましくは、収集容器がそれぞれの位置において安全に保持され、別の位
置に不注意に移動することができないように、設計される。この目的のために、受け口及
び／又は収集容器は、例えば、挿入された収集容器をそのそれぞれの位置において保持す
るガイド及び接合点（abutment）要素を有してもよい。
【００６１】
　特別な一実施形態において、多面体の形態であり、及び／又はその外側外形として多面
体の外側外形を有する基部の異なる面のうちの１つが、収集容器を中へスライドするため
の開口を有する。具体的に、この面は、直方体の基部の、具体的には四角形の、端面であ
り得る。こうした一実施形態は、収集容器が４つの異なる位置において開口を通して基部
に挿入されることを可能にし、収集容器の充填開口は、各ケースにおいて直方体の異なる
面に面する。具体的に、上記開口はさらに、四角形の形態であり得る。
【００６２】
　収集容器は、好ましくは、上記の収集容器が細分された食品を自動的に収集するように
、基部に配置され、具体的には基部の中へスライドされることができる。
【００６３】
　収集容器が受け口から外へ不注意にスライドすることを防止するために、及び／又は収
集容器が受け口の中で不必要に移動することを防止するために、締結装置、具体的には戻
り止め装置が、受け口の中で収集容器を一時的に固定するために提供されることが有利に
可能である。上記の戻り止め装置は、固定又は解除のために追加的な作業ステップが必要
とされないように、しかしむしろ戻り止め装置が収集容器の挿入及び取り外しの間に自動
的に作動されるように、有利に設計され得る。
【００６４】
　これまでに言及されたとおり、収集容器が基部に、具体的に基部の受け口に、異なる位
置において選択的に配置され得ることが有利に提供され得る。具体的に、収集容器が選択
的に、上記収集容器が第１の細分器具により細分される食品を収集する第１の位置におい
て、又は、上記収集容器が第２の細分器具により細分された食品を収集する、第１の位置
とは異なる第２の位置において、基部に配置され得ることが有利に提供され得る。
【００６５】
　特別な一実施形態において、異なる細分器具に割り当てられた収集容器の異なるとり得
る位置は、収集容器の開口の異なる向きによって異なり、収集容器は、すべての位置にお
いて基部内で実質的に同じ空間ボリュームを占める。
【００６６】
　特別な一実施形態において、基部は、具体的に複数の面のうちの１つに、基部に配置さ
れた収集容器及び／又は該収集容器の充填レベルを見ることができるための、少なくとも
１つの窓を有する。こうした一実施形態は、充填レベルを調べることができるようにユー
ザが基部から収集容器を取り外す必要がないという、特別な利点を有する。むしろ、ユー
ザは、充填レベルを調べるために細分処理を中断する必要がない。
【００６７】
　これまでに論じられたとおり、食物細分装置は、好ましくは、細分処理のためにワーク
トップ上に据え置かれるように設計される。具体的に、食物細分装置は、好ましくは、細
分処理のためにいくつかの異なる据え置き向きのうちの１つにおいて選択的にワークトッ
プに据え置かれるように設計される。各細分器具は、細分器具が使用されるために食物細
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分装置が置かれ得る据え置き向きを、有利に割り当てられ得る。
【００６８】
　特別な一実施形態において、食物細分装置は、第１の細分器具を用いた細分処理のため
に第１の据え置き向きにおいて、及び、さらなる細分器具を用いた細分処理のために第１
の据え置き向きとは異なるさらなる据え置き向きにおいて、ワークトップに、例えばキッ
チンワークトップに据え置かれるように設計される。
【００６９】
　有利な一実施形態において、食物細分装置が種々の据え置き向きにおいて安全に据え置
かれることを可能にする支持足部が、具体的に基部に配置される。具体的に、支持足部は
、弾性材料から及び／又は高い静止摩擦を有する材料から、例えばゴムから製作されても
よい。
【００７０】
　支持足部は、好ましくは、食物細分装置が据え置かれるワークトップから離れて常に間
隔を空けられたままであるように、突き出る。こうして、細分器具は、別の細分器具が目
下使用されている間にワークトップとの接触の結果として損傷を受けないことが保証され
る。
【００７１】
　具体的に有利な一実施形態において、少なくとも１つの支持足部が、異なる据え置き向
きのために使用されることができるように配置される。この目的のために、支持足部は、
例えば、具体的には多面体又は直方体の形態である基部の端部において又は該端部に沿っ
て、配置され得る。具体的に、支持足部は、具体的には多面体又は直方体の形態である基
部の角部において、配置されてもよい。こうして、角部に配置された支持足部が、該角部
に隣接する面の各々での据え置きに使用されることが可能にされる。基部が直方体の形態
であり、又は外側外形として直方体の外側外形を有する場合、角部に配置され及び各空間
方向において突き出るちょうど８つの支持足部で、基部がその６つの面の各々において据
え置かれることを可能にするのに十分である。
【００７２】
　別法として、しかしながら、とり得る据え置き向きのうちのただ１つにおける据え置き
に専ら役立つ支持足部を基部が有することが、さらに可能である。具体的に、例えば、基
部は、その面の少なくとも１つに、面に垂直に突出する支持足部を単に有することが可能
である。
【００７３】
　具体的に、基部、さらには細分器具又は細分器具の部分は、射出成型部品として、具体
的にプラスチック射出成型部品として、有利に製作され得る。基部が、射出成型部品とし
て、具体的にプラスチック射出成型部品として製作される少なくとも１つのコンポーネン
トを有することが、さらに提供されてもよい。特別な一実施形態において、基部は、複数
の部品から、具体的に複数の射出成型コンポーネントから組み立てられる。
【００７４】
　非常に具体的に有利な一実施形態において、基部は、その外側外形として直方体の外側
外形を有し、収集容器を中にスライドするための開口は、好ましくは四角形の、端面のう
ち１つに存在し、切断部は、端面に隣接する側面のうち１つに配置される。好ましくは、
上記実施形態において、フェイス面に隣接するさらなる側面に、各ケースにおいて１つの
さらなる細分器具、詳細には粗いおろし器、細かいおろし器、及びスライサーが配置され
る。こうした一実施形態は、４つの細分器具のため、詳細には第１の細分器具のためと３
つのさらなる細分器具のためとの、４つの面を提示するという利点を有し、さらに、収集
容器が異なる回転的な位置においてフェイス側を介して容易に及び安全に挿入されること
を可能にし、したがって、各ケースにおいて容器開口は、上向きに、基部の適切な据え置
き向きによって上部に配置される、各ケースにおいて使用される細分器具の方に、面する
ように向けられる。
【００７５】
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　本発明の独立した概念に従い、基部と第１の細分器具とさらなる細分器具と細分された
食品のための収集容器とを有する食物細分装置が具体的に有利であり、収集容器は、該収
集容器が第１の細分器具により細分された食品を収集する第１の位置において、又は、第
１の位置とは異なる、上記収集容器がさらなる細分器具により細分された食品を収集する
第２の位置において、選択的に基部に配置され、具体的に基部の中にスライドされること
ができる。上記タイプの食物細分装置の場合、細分器具のうちの第１の細分器具は、切断
部と、切断部による細分のために品物を押す作動部とを有し得る。しかしながら、このこ
とは、命令的に必要ではない。むしろ、細分器具はさらに他のタイプの細分器具、例えば
、おろし器及び／又はスライサーなどであり得る。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
　本発明の対象事項は、図面に概略的に例示され、図に基づいて以下に説明される。同一
の要素又は同一アクションの要素は、通常、同じ参照符号によって表される。
【図１】本発明による、第１の細分器具の使用のための第１の据え置き向きにおける食物
細分装置の例示的な一実施形態の概略図である。
【図２】第１の据え置き向きにおける、おろし器が取り外された食物細分装置を示す。
【図３】さらなる細分器具の使用のためのさらなる据え置き向きにおける食物細分装置を
示す。
【図４】本発明による、細分処理の間の食物細分装置の別の例示的な実施形態を断面図に
おいて示す。
【図５】核除去処理の開始時における別の例示的な実施形態を断面図において示す。
【図６】核が押し出された後の別の例示的な実施形態を断面図において示す。
【図７】本発明による、食物細分装置のさらなる例示的な実施形態を断面図において示す
。
【図８】本発明による、らせん状リボンを切断するように転換された食物細分装置の第４
の例示的な実施形態を示す。
【図９】本発明による、らせん状リボンを切断するように設計された食物細分装置の第５
の例示的な実施形態を示す。
【図１０】作動部が開いている第５の実施形態を示す。
【図１１】本発明による、らせん状リボンを切断するように設計された食物細分装置の第
５の例示的な実施形態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００７７】
　図１は、本発明による、第１の細分器具（comminution　tool）１の使用のための第１
の据え置き（setting-down）向きにおける食物細分装置の例示的な一実施形態を示してい
る。食物細分装置は、外側外形として直方体の外側外形を有する基部２を有する。基部２
は取外し可能な切断部３を担持し、切断部３は複数の切断刃４を有する。さらに、基部に
連結的に（articulatedly）固定されるのが作動部５であり、作動部５は、切断部３を通
しての細分のために食品を押すために、投入位置から切断部３に向かって閉じた位置へと
ピボットされ（pivoted）、その後、閉じた位置から投入位置へとピボットされて戻るこ
とができる。切断部３及び作動部は第１の細分器具１の構成部品である。さらなる細分器
具、詳細には、細かいおろし器（fine　grater）６及び粗いおろし器７と下側のスライサ
ー（slicer／Hobel）８とが、基部に配置される。収集容器１０が、基部２の四角形のフ
ェイス側（face　side）の開口９を通じて中にスライドされることができる。
【００７８】
　収集容器１０は、好ましくは常に、それぞれ使用され上向きに向けられる細分器具に収
集容器１０の充填開口（filling　opening）１１が面するように、中へスライドされる。
図示されている基部の据え置き向きにおいて、収集容器はその充填開口が切断部３に面す
るように挿入され、したがって、切断部を押し進められて細分された（comminuted）食品
は、収集容器１０に自動的に落ちる。
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【００７９】
　第１の細分器具１に代わってさらなる細分器具を使用することが求められる場合、最初
、収集容器１０が基部２から取り外され、基部が、使用すべきさらなる細分器具が上向き
に向けられるように回転され、その後、収集容器１０がその充填開口を上向きに向けられ
て再度挿入される。図３は、このことを、例としてスライサー８の形態のさらなる細分器
具の使用に関して示している。
【００８０】
　図２は、細かいおろし器６が取り外され、粗いおろし器７が取り外された食物細分装置
を示している。細かいおろし器６と粗いおろし器７とは、好ましくは器具を使用すること
なく、及び、例えば清掃処理に対して非破壊的に、基部２から一時的に分離させることが
できる。
【００８１】
　さらに、図２において視認できるのが、スライサー８の形態のさらなる細分器具である
。この据え置き向きにおけるスライサー８は底部に位置し、スライサー刃１２とスライド
経路１３とを有し、このことは、具体的に図３において明りょうに視認できる。
【００８２】
　基部２は、挿入開口９を有するフェイス側とは対向に位置するフェイス側に窓１４を有
し、窓１４を通じて、好ましくは半透明の収集容器１０の充填レベルを、収集容器１０を
基部２から取り外す必要なく調べることができる。
【００８３】
　基部２は、好ましくはその角部に、すべての３つの空間的方向において突き出る１つの
支持足部を各ケースにおいて有する。しかしながら、明りょうさのために、支持足部は図
示されていない。
【００８４】
　図４は、本発明による、細分処理の間の食物細分装置の別の例示的な実施形態を、断面
図において示している。明りょうさのために、基部２の表面上に配置された他の細分器具
は図示されていない。図４に例示された食物細分装置は、切断部３のための受け口（rece
ptacle）１５を有する基部２を有する。基部２は、細分のために食品１７を押し進めるた
めに作動部５が切断部３に向かってピボットされることができるような方法で、連結され
た接続１６によって作動部５に連結的に接続される。切断部３は複数の切断刃４を有し、
複数の切断刃４の間を、細分処理の間、作動部５のプレスする押し込み器（プレス・プラ
ンジャー）（pressing　plungers）３５が突き出る。作動部５の自由端には取っ手１８が
配置される。
【００８５】
　図５は、核除去（pitting）処理の開始時における装置を示している。核除去処理を実
行できるようにするために、作動部５は、押し出しスパイク２４を有するさらなる作動部
１９で置換されている。この目的のために、基部２に対する作動部５の連結された接続１
６は解除されており、代わって、さらなる作動部１９が基部２に対して連結的に接続され
ている。さらに、核果保持器２０が、切断部３に代わって受け口１５に挿入される。この
核果保持器は、押し出されるべき核２３を有する一片の核果２１、例えばサクランボ２２
などを、核除去位置において保持するように設計される。
【００８６】
　核除去処理の間、さらなる作動部１９は基部２の方向においてピボットされ、したがっ
て、核果保持器２０に対する押し出しスパイク２４のピボット運動によって、核果保持器
２０に保持された核果片２１の核２３は、図６に例示されるとおり、核果２１から押し出
される。ここで、押し出された核２３は収集容器１０に落ちる。核除去処理の後、さらな
る作動部１９は再度上向きにピボットすることができ、核除去された核果片２１を取り除
くことができる。
【００８７】
　図７は、本発明による装置の別の例示的な実施形態を示しており、これにおいて、核除
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去処理を実行するための押し出しスパイク２４は、プラグタイプ接続（これ以上詳細には
例示されていない）によって、プレス・プランジャー３５を有する基部５に締結される。
この例示的な実施形態において、核除去処理自体は、図５及び図６に例示された処理と同
様に実行される。
【００８８】
　図８は、本発明による、らせん状リボンを切断するために転換された食物細分装置の第
４の例示的な実施形態を示している。基本構成の観点において、第４の例示的な実施形態
は、具体的に、図４に示された例示的な実施形態と同様に設計され得る。
【００８９】
　らせん状リボンの切断に向けた転換のために、切断部３は受け口１５から取り外されて
おり、代わって、削り器の形態のらせん切断器（spiral　cutter）２５が受け口１５に挿
入されている。らせん切断器２５は保持プレート２７を有し、これは、形状及びサイズの
観点において、切断部３と同じ外側外形を有する。このことは、らせん切断器２５が、切
断部３に代わって、追加的な固定コンポーネントの必要なく基部２の受け口１５に一時的
に固定されることを可能にする。さらに、さらなるらせん切断器２６が、らせん切断器２
５の保持プレート２７に保持される。
【００９０】
　らせん切断器２５は、例えば人参又はラディッシュ又はきゅうりなどの食品の挿入のた
めの円錐形の受けチャンバ２８を有し、受けチャンバ２８の壁に、切断刃２９が配置され
る。受けチャンバ２８に挿入されている食品を回転することによって、食品の先端が切断
刃２９と動作的接続の状態になり、これにより、らせん状リボン（図示されていない）が
切断アクションによって切り離される。さらに、受けチャンバ２８の壁は、らせん状リボ
ンが受けチャンバ２８から外へ渡ることができるための開口（図示されていない）を有す
る。らせん状リボンは収集容器１０に自動的に収集される。
【００９１】
　削り器の形態のさらなるらせん切断器２６は、らせん切断器２５とは異なるサイズのも
のである。さらに、さらなるらせん切断器２６のさらなる受けチャンバ３０が、らせん切
断器２５の受けチャンバ２８とは異なるくさび角を有する。さらなる受けチャンバ３０の
壁にさらなる切断刃３１が配置され、切断刃３１は、さらなる受けチャンバ３０へと突出
し、さらなる受けチャンバの中でさらなる受けチャンバ３０の回転の中心軸に関して回転
される食品から、らせん状リボン（図示されていない）を切り離す。さらなる受けチャン
バ３０の壁は、そこで切り離されたらせん状リボンがさらなる受けチャンバ３０から出て
くることができるための開口をさらに有し、こうして、収集容器１０へと渡す。
【００９２】
　図９及び図１０は、本発明による、らせん状リボンを切断するために設計された食物細
分装置の第５の例示的な実施形態を示している。この実施形態において、削り器の形態の
らせん切断器２５は、作動部５に配置される。
【００９３】
　作動部５は、プレス・プランジャー３５を有する第１のセクションを有し、これは、切
断部３に向かってピボットされる作動部５によって、切断刃部４を備え付けられた切断部
３を通しての細分のために食品を押すのに役立つ。らせん切断器２５は、作動部５の第２
のセクションに配置される。
【００９４】
　この例示的な実施形態において、切断部３は、切断刃部４の影響を受けない（free）通
路開口３２を有する。作動部５が閉じられるとき、らせん切断器２５の一部が通路開口３
２を通って突出する。さらに、切り落とされるらせん状リボン（図示されていない）は、
通路開口３２を通って収集容器１０に渡ることができる。
【００９５】
　らせん切断器２５は、人参又はラディッシュ又はきゅうりなどの食品の挿入のための円
錐形の受けチャンバ２８を有し、この受けチャンバの壁に、切断刃２９が配置される。受
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けチャンバ２８に挿入されている食品を回転することによって、食品の先端が切断刃２９
と動作的接続の状態になり、これにより、らせん状リボン（図示されていない）が切断ア
クションによって切り離される。さらに、受けチャンバ２８の壁は、らせん状リボンが受
けチャンバ２８から外へ渡ることができるための開口（図示されていない）を有する。
【００９６】
　図１１は、本発明による、らせん状リボンを切断するように設計された食物細分装置の
第５の例示的な実施形態を示している。この例示的な実施形態において、らせん切断器２
５は、いくつかの異なる切断する挿入物（切断インサート）（cutting　inserts）３３の
うちの少なくとも１つが選択的に挿入されることができる保持プレート２７を有する。切
断インサート３３は、食品の挿入のための円錐形の受けチャンバ２８を各ケースにおいて
有し、この受けチャンバの壁に、各ケースにおいて１つの切断刃２９が配置され、この受
けチャンバにおいて、食品を回転させることができる。切断インサート３３は、具体的に
、その形状及び／又はサイズの観点において、かつ／あるいは切断インサート３３を用い
て切断されることが可能ならせん状リボンの厚さ及び／又は幅の観点において、かつ／あ
るいは切断処理の間に同時に作り出されるらせん状リボンの数の観点において、異なって
もよい。
【００９７】
　各ケースにおいて保持プレート２７に挿入される切断インサート３３は、例えば、特に
器具を使用することなく再度分離可能であるように、戻り止め装置又はバヨネット締結（
bayonet　fastening）によって固定されてもよい。
【００９８】
　保持プレート２７は、形状及びサイズの観点において、受け口に挿入されることができ
る切断部３と同じ外側外形を有する。このことは、らせん切断器２５が、切断部３に代わ
って、追加的な固定コンポーネントの必要なく基部２の受け口１５に一時的に固定される
ことを可能にする。さらに、保持プレートは、各ケースにおいて１つの切断インサート３
３が挿入され得る円筒形の突出部３４を有する。
【符号の説明】
【００９９】
１　第１の細分器具
２　基部
３　切断部
４　切断刃
５　作動部
６　細かいおろし器
７　粗いおろし器
８　スライサー
９　挿入開口
１０　収集容器
１１　充填開口
１２　スライサー刃
１３　スライド経路
１４　窓
１５　受け口
１６　連結された接続
１７　食品
１８　取っ手
１９　さらなる作動部
２０　核果保持器
２１　核果
２２　サクランボ
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２３　核
２４　押し出しスパイク
２５　らせん切断器
２６　さらなるらせん切断器
２７　保持プレート
２８　受け空間
２９　切断刃
３０　さらなる受け空間
３１　さらなる切断刃
３２　通路開口
３３　切断インサート
３４　円筒形の突出部
３５　プレス・プランジャー
 

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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